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基本方針１ 低炭素型のライフスタイル・ワークスタイルの普及

基本方針２ 省エネ・再エネ・蓄エネシステムの普及

基本方針３ 低炭素で気候変動に適応できるまちづくり

基本方針４ エコ活動を支える人・コミュニティづくり

1. 基本方針
地球温暖化は、もはや疑う余地がなく、このまま、対策を行わなければ、世界の気温は

2.6～4.8℃上昇することが予測されているなど喫緊の課題であると言えます。とりわけ、

北区は、わが国の社会経済活動が集中する東京都区部に位置しており、率先して地球温暖

化対策に取り組むことが重要です。 

そのためにも、区民・事業者・区の各主体が連携して地球温暖化対策に取り組み、区域

全体で低炭素なまちを実現していきます。また、地球温暖化対策が、暮らしやすさの向上

など快適なまちづくりにつながっていく視点で取り組み、各主体の連携による地球温暖化

対策の取組の「輪」を拡げていきます。このような考えから、本計画では、基本方針を次

のように定めます。 
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基本方針１ 低炭素型のライフスタイル・ワークスタイルの普及

北区から排出される二酸化炭素の内訳を見ると、家庭での日常生活に由来するものが

約40％、事務所等での業務活動に由来するものが約30％となっています。今後、世帯

数や事務所の床面積の増加より、家庭や事務所等からの二酸化炭素の排出量も増加する

ことが見込まれます。 

また、区民及び事業所へのアンケート結果によると、東日本大震災を契機に省エネル

ギーや再生可能エネルギーに対する意識が高まったとの回答がある一方、現在はあまり

意識していないとの回答も見られます。二酸化炭素は日々の生活や仕事から排出されて

いることから、エネルギーに対する意識を一過性で終わらせないことが重要です。 

省エネルギーなどの地球環境に配慮した行動は、気軽に取り組むことができるものが

あるほか、電気代の節約などのメリットもあります。そうした情報発信を強化しながら、

地球環境に配慮した行動の意識啓発を進め、低炭素型のライフスタイル・ワークスタイ

ルの普及・定着を図っていきます。 

基本方針２ 省エネ・再エネ・蓄エネシステムの普及

家庭での日常生活や事務所等での業務活動から二酸化炭素が排出される背景としては、

化石燃料に由来するエネルギーへの依存度が高いことが挙げられます。 

このため、家庭や事務所等において、エネルギーの利用効率を高めることや、再生可

能エネルギーなどの導入により自らエネルギーを創ること、自ら創り出したエネルギー

を蓄電池などで貯めておき、必要に応じて利用できるようすることに取り組むことが重

要です。 

省エネ・再エネ・蓄エネシステムは、ある程度社会に普及すると、価格が低下してい

きますが、その段階に至るまでは、家庭や事務所等での初期投資の負担力が課題となり

ます。このため、技術動向や市場の動向を把握しながら、省エネ・再エネ・蓄エネシス

テムの効果的な支援方策を検討し、家庭や事務所等での普及を促進していきます。 

また、東日本大震災を契機として、ICT を活用しながら、地域全体でエネルギーを効

率的に供給・利用する「スマートコミュニティ」の考え方を取り入れたまちづくりが注

目されています。北区においても、駅周辺における再開発や新庁舎の構想などと合わせ

て、エネルギーの需要と供給をマネジメントするシステムの導入を検討します。 
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基本方針３ 低炭素で気候変動に適応できるまちづくり

北区を含む東京の大都市圏では、地球温暖化とヒートアイランド現象による２つの温

暖化が同時に進んでおり、局所的な集中豪雨や熱中症などの健康被害が顕在化していま

す。また、気温の上昇は、冷房需要を高める方向に作用し、そのことがさらに二酸化炭

素の排出量を増やすといった悪循環になります。 

当面はこうした気温上昇の影響が避けられないことを踏まえると、気候変動による影

響への適応のための施策も重要です。北区の地表面の温度分布を見ると、緑地や河川等

は市街地よりも温度が低く、水と緑がヒートアイランドの緩和に寄与しています。この

ため、区全域で緑地や水辺空間を増やすとともに、その冷却効果を高めるために水と緑

のネットワーク化を図っていきます。合わせて熱中症の予防のための情報提供や意識啓

発を図っていきます。 

また、雨水が地面に浸透する面積を増やすことは、水の蒸発散により気温上昇を緩和

する効果があるほか、雨水が河川等に一度に流出することを抑制するため、浸水被害を

防止する効果もあります。このため、区全域で緑地を含む雨水の浸透面積の拡大を図っ

ていきます。 

基本方針４ エコ活動を支える人・コミュニティづくり

地球温暖化は、家庭での日常生活や事務所等での業務活動に起因していることから、

その対策は、区民・事業者・区が一体となって取り組むことが重要です。 

北区では、これまで区内の大学との連携による北区環境大学事業などを通じて、普及

啓発や環境学習を推進してきました。こうした環境学習の場で学んだ人々が、それぞれ

のコミュニティの中で環境学習のリーダーとして活躍することにより、環境に配慮した

活動の「輪」がさらに拡大することが期待されます。 

このため、これまでエコ活動に参加していなかった区民や事業者にも関心をもっても

らえるような工夫を行うことも含めて、環境学習の機会の拡充を図るとともに、区民・

事業者・区が連携・協働して、エコ活動に取り組むための場や機会の充実を図ります。 
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2.  施策の体系
本計画では、４つの基本方針のもと、以下に示す施策の体系を掲げ、地球温暖化対策

に取り組みます。 

【施策例】 

①区有施設での率先導入 

②家庭・事業所での導入支援 

③集合住宅での導入支援 

④住宅・建築物の省エネ改修支援 

⑤まちづくりと合わせたスマートコミュニティの形成

①次世代自動車導入の促進 

②充電設備等の設置支援 

①他自治体等で発電した再生可能エネルギーの利用促進

②森林の維持管理支援 

【施策例】 

①建築物や道路等の蓄熱抑制

②建物・敷地内・駐車場等緑化 

③雨水浸透面の確保 

①公園・緑地の整備、緑被地の創出 

②クールシェアスポットの創出  

【施策例】 

①北区環境大学事業 

②環境大学等卒業生の活躍機会創出 

①学校との連携による環境教育の推進

②体験型の啓発事業等の推進 

①区民主体のリサイクル活動への支援

②環境学習拠点の機能強化 

③エコ活動を顕彰する仕組みづくり

【施策例】 

①省エネ・節電に関する情報提供 

②HEMS（見える化）の普及 

③ごみの減量・リサイクルの促進 

④公共交通・自転車の利用促進 

①省エネ・節電に関する情報提供 

②環境経営の促進 

③エコドライブの促進 

①カーボン・オフセット商品等の普及

②商業事業者等によるリサイクル活動の促進 

③食品ロス対策の推進 

【施策の方向】 

1-1.家庭での取り組みの促進 

1-2.事業所での取り組みの促進 

1-3.区民・事業者の連携の促進 

基本方針１ 低炭素型のライフスタイル・ワークスタイルの普及 

【施策の方向】 

2-1.住宅・建築物等でのシステムの普及 

2-2.次世代自動車の普及 

2-3.他自治体等との連携 

基本方針２ 省エネ・再エネ・蓄エネシステムの普及 

【施策の方向】 

3-1.ヒートアイランド対策技術の普及 

3-2.クールスポットの創出 

基本方針３ 低炭素で気候変動に適応できるまちづくり 

【施策の方向】 

4-1.環境リーダーの育成 

4-2.子どもの頃からの環境教育の推進

4-3.区民・事業者主体の活動支援 

基本方針４ エコ活動を支える人・コミュニティづくり 
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2030（平成 42）年度までに2013（平成 25）年度比で26％の温室効果ガス

の削減、９％のエネルギー消費量の削減を目指します

1. 削減目標

温室効果ガスの削減目標は、国の目標の達成や世界の温暖化対策に貢献していく趣旨か

ら、国の目標値に準じて、2030（平成42）年度までに2013（平成25）年度比で26％

の削減を目指します。また、エネルギー消費量は 2013（平成 25）年度比で９％の削減

を目指します。 

■温室効果ガスの削減目標 

■エネルギー消費量の削減目標 

資料３(修正版)
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電力事業者等が実施する取組や国・都と区が連携する取組も含めて温室効果ガス

を削減していきます 

基本方針２ 

省エネ・再エネ・蓄エネシス

テムの普及

基本方針１ 

低炭素型のライフスタイ

ル・ワークスタイルの普及

①スマートメーターの普及と合わせた省エネ・節電行

動の促進 

②ごみの減量の促進 

①家庭・事業所での導入支援 

②住宅の省エネ改修支援 

③次世代自動車の普及 

2. 温室効果ガス削減の考え方

１）外的要因による削減量の見込み 

①電力の排出係数の改善 

電力事業者等は、「電気事業における低炭素社会実行計画」を策定（2015年 7月）

し、2030 年度に排出係数 0.37kg-CO2/kWh 程度を目指すとしています（2013

年は0.522kg-CO2/kWh）。電力事業者等が実施する取組は、外的な要因としてCO2

削減効果を見込みます。 

②代替フロン等４ガスの削減 

代替フロン等４ガスの削減は国や都道府県が中心となって取り組む施策であること

から、国の「地球温暖化対策計画」（平成 28 年 5 月）に準じた削減効果を見込みま

す。 

２）部門別の区の取組による削減量の見込み（他の主体との連携含む） 

基本方針１及び２に基づく取組として、以下の取組による二酸化炭素の削減効果を

見込みます。 

資料３(修正版)
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■取組による削減目標設定の考え方 

基本方針 二酸化炭素排出量の削減見込み 

基本方針１ 

低炭素型のライフ

スタイル・ワーク

スタイルの普及 

①スマートメーターの普及と合わせた省エネ・節電行動の促進 

電力事業者によるスマートメーターの設置・普及と合わせて省エ

ネ・節電に関する情報提供の充実を図ります。 

【削減見込みの考え方】 

・国：2030年度までに全世帯の設置を目標として設定 

・東京電力管内のスマートメーターの普及率：32％（2016 年 11

月末現在） 

・北区での普及率を 3 割と想定し、2030 年度までに全世帯に普及

するものと想定 

②ごみの減量の促進 

区民及び事業者と連携したごみ減量への取り組みを推進します。 

【削減見込みの考え方】 

・「北区一般廃棄物処理基本計画 2015」（平成 27 年 3 月）のご

み減量の目標値が達成されるものと想定 

基本方針２ 

省エネ・再エネ・

蓄エネシステムの

普及 

①家庭・事業所での導入支援 

省エネ・再エネ・蓄エネシステムに関する情報提供を図るとともに、

国や都の導入支援との連携や区独自の支援制度の利用促進により、

システムの普及を図ります。 

【削減見込みの考え方】 

・区民アンケート、事業所アンケートにおける太陽光発電等のシステ

ムの未所有世帯、事業所の割合をベースとして、新規の普及台数等

を設定 

家庭での普及想定システム：太陽光発電、太陽熱温水器、高効率給

湯器、燃料電池 

事業所での普及想定システム：高効率照明、高効率空調、太陽光発

電、ヒートポンプ等高効率エネルギーシステム 

・導入予定の回答：2030年度までに普及 

・導入検討や導入に関心の回答：2030 年度までに 5％の需要が実

際に顕在化すると仮定 

②住宅の省エネ改修支援 

既存住宅のリフォームを通した断熱性の向上を図ります。 

【削減見込みの考え方】 

・北区の住宅の完全二重サッシ化率（6.1％：住宅・土地統計（2013

年）による）が2030年度までに20％になると想定 

③次世代自動車の普及 

充電設備等の基盤施設の設置を促進しながら、電気自動車、燃料電

池車、ハイブリッド車など次世代自動車の普及を図ります。 

【削減見込みの考え方】 

・次世代自動車の普及による国の削減目標（2030 年）のうち、北

区の削減分を自動車保有台数の全国シェアに比例すると想定 

資料３(修正版)
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3. 削減量の見込み

3.1. 温室効果ガス

電力事業者等が実施する取組や国・都と区が連携する取組も含めて、2013年度～2030

年度の温室効果ガスの削減量は335千t-CO2（削減率26％）となることが見込まれます。 

■温室効果ガスの削減見込み 

■削減量の内訳 

資料３(修正版)
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3.2. エネルギー消費量

電力事業者等が実施する取組や国・都と区が連携する取組も含めて、2013年度～2030

年度のエネルギー消費の削減量は1,051TJ（削減率9％）となることが見込まれます。 

■エネルギー消費量の削減目標 

■削減量の内訳 

資料３(修正版)
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